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第２３期第１回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和７年４月１５日（火） １３：００～  

場 所  福島県庁本庁舎２階 第一特別委員会室 

（福島市杉妻町 2-16） 

１ 開会 

 

２ 知事挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 仮議長選出 

 

５ 議事録署名人選出 

 

６ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 会長、会長代理の互選について 

議案第２号 福島海区漁業調整委員会運営規程に基づく小委員会の設置につい

て 

議案第３号 沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問・答申） 

議案第４号 沖合たこかご漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及

び許可の基準について（諮問・答申） 

 

（２）報告事項 

ア 令和７年度福島海区漁業調整委員会の行事予定について 

 

７ 閉会 
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第２３期第１回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和７年４月１５日（火）１３：００～ 

場 所  福島県庁本庁舎２階 第一特別委員会室 

選任区分 氏名 所属及び職名 氏名 

漁業者 今泉 浩一 農林水産部長 沖野 浩之 

漁業者 狩野 一男 
水産課長（併） 

海区事務局長 
平田 豊彦 

漁業者 今野 智光 水産課主査 平川 直人 

漁業者  平 仁一 水産課主査 寺本 航 

漁業者 永瀬 哲浩 水産事務所長 佐久間 徹 

漁業者 久田 要一 水産事務所主任主査 實松 敦之 

漁業者 森田 政利 
水産海洋研究 

センター所長 
山廼邉 昭文 

漁業者 吉田 康男 水産資源研究所長 後藤 勝彌 

漁業者 渡邊 登 
海区委員会事務局 

 主幹（総務担当） 
菅野 学 

学識経験 鈴木 哲二 
   〃 

 次長（業務担当） 
佐藤 太津真 

学識経験 鈴木 由美子    〃 副主査 酒井 理沙 

学識経験 宮﨑 奈穂    〃 主 事 渡部 もも 

学識経験 渡邊 千夏子    〃 主 事 佐藤 琴美 

中立 氏居 俊夫    〃 主 事 新妻 樹 

   〃 主 事 金子 正子 

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等 
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第２３期第１回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和７年４月１５日（火）１３：００～ 

場 所  福島県庁本庁舎２階 第一特別委員会室 

 

 
 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
録 

音 

機 

議 長 

狩野委員 

今野委員 
水産課 

平田課長 

○ 

○ 

○ 

○ 

傍聴席 

水産事務所 

佐久間所長 

水産課 

寺本主査 

酒井副主査 

新妻主事 

金子主事 

今泉委員 

平 委員 

永瀬委員 

吉田委員 森田委員 

氏居委員 

渡邊 登 

委員 

鈴木由美子 

委員 

水産海洋研究センター 

山廼邉所長 

水産資源研究所 

後藤所長 

佐藤次長 

入 

口 

窓 

○ 

○ 

○ 

○ 

【 知事部局 】 

水産課 

平川主査 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

渡邊 千夏子 

委員 

久田委員 

鈴木哲二 

委員 

宮﨑委員 

○ 
○ 

○ 

○ 

【 海区事務局 】 

渡部主事 

佐藤主事 

○ 

菅野主幹 
農林水産部 

沖野部長 

傍聴席 

水産事務所 

實松主任主査 
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福島海区漁業調整委員会運営規程に基づく小委員会の設置について 

 

１ 設置理由 

・茨城県及び宮城県との入会漁業の調整を円滑に処理するために小委員会を設置する。 

 

２ 小委員会の設置根拠 

【福島海区漁業調整委員会運営規程】 

 第８条 委員会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、その議決により、小   

委員会を設け、これに調査及び審議を要する案件を付託することができる。 

   ２ 小委員会は、会長が委員会の同意を得て指名する委員３人以上で組織する。 

   ３ 小委員会に小委員会の委員の互選により委員長をおく。 

    ４～６ 省略 

 

３ 名称・付託事項・構成 

名  称 付託事項 委  員 委員長等 

茨城入会漁業調整

小委員会 

茨城県との入会漁業

の調整に関する事項 

別紙（案）のとおり 委員長、委員長代理 

宮城入会漁業調整

小委員会 

宮城県との入会漁業

の調整に関する事項 

別紙（案）のとおり 委員長、委員長代理 

 

４ 任期 

  第 23 期期間中 

 

５ その他 

（１）両県海区との協議会等に関するものは、会長が主催する。 

（２）茨城海区とは、茨城・福島連合海区協議会を３年毎に開催している。 

   直近では令和６年５月２１日にいわき市で開催され、同日に茨城入会漁業調整小委員会を

開催した。次回は令和９年度に茨城県において開催予定。 

（３）宮城海区とは、調整問題にはふれないことで宮城・福島両県漁業調整委員会交流会を平成

１４年度に再開した。その後は、ほぼ毎年開催され、直近では令和２年１月２０日に福島市

で開催された。なお、令和２～４年度は新型コロナ感染拡大の影響により延期。令和５、６

年度は日程の調整が付かず中止した。令和７年度の開催について、開催県である宮城海区漁

業調整委員会事務局と調整予定。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 
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　　　　　　　　　小委員会委員の選任について（案）

１　茨城入会漁業調整小委員会

委員氏名 区分 役職 備　　　　　考

1 今泉
イマイズミ

　浩一
コウイチ

漁業者 いわき市漁業協同組合総代

2 狩野
カノ

　一男
カズオ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼磯部地区代表

3 今野
コンノ

　智光
トシミツ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合代表理事組合長兼相馬原釜地区代表

4 永瀬
ナガセ

　哲浩
テツヒロ

漁業者 いわき市漁業協同組合理事

5 吉田
ヨシダ

　康男
ヤスオ

漁業者 いわき市漁業協同組合総代

6 渡邊
ワタナベ

　登
ノボル

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼新地地区代表代理

7 宮﨑
ミヤザキ

　菜穂
ナホ

学識経験 東京海洋大学学術研究院海洋資源環境学部門助教

8 鈴木
スズキ

　由美子
ユミコ

学識経験 福島県漁協女性部連絡協議会副会長

9 鈴木
スズキ

　哲二
テツジ

学識経験 福島県漁業協同組合連合会専務理事

10 宮下
ミヤシタ

　朋子
トモコ

中立 弁護士

11 会長枠

２　宮城入会漁業調整小委員会

委員氏名 区分 役職 備　　　　　考

1 狩野
カノ

　一男
カズオ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼磯部地区代表

2 今野
コンノ

　智光
トシミツ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合代表理事組合長兼相馬原釜地区代表

3 平
タイラ

　仁一
ジンイチ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼鹿島地区代表

4 久田
ヒサタ

　要一
ヨウイチ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事

5 森田
モリタ

　政利
マサトシ

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼請戸地区代表代理

6 渡邊
ワタナベ

　登
ノボル

漁業者 相馬双葉漁業協同組合理事兼新地地区代表代理

7 鈴木
スズキ

　哲二
テツジ

学識経験 福島県漁業協同組合連合会専務理事

8 渡邊
ワタナベ

　千夏子
チカコ

学識経験 水産研究・教育機構（退職）

9 氏居
ウジイ

　俊夫
トシオ

中立 福島県消費者団体連絡協議会理事

10 会長枠

別紙１ 
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入会漁業の概要について 

 

１ 茨城入会 

 令和６年５月合意入会隻数の枠   許可期間：R6.9.1～R9.8.31 

漁業種類 茨城⇒福島 注１ 福島⇒茨城 注１ 

小型底びき網 
板びき網 11 （6） 16 （10） 

餌料板 注２ 30 （12） 30  （0） 

機船船びき網 

しらすひき網 74 （67） 59 （21） 

さよりひき網 80 （77） 80 （20） 

おきあみひき網 100 （78） 100 （21） 

せん・かご（はもどう） 10 （10） 12  （6） 

合計 305（250） 297 （78） 

注１：（ ）は R7.3.31 現在の許可隻数 

注２：「餌料板」は「自家用餌料板びき網」の略 

 

２ 宮城入会 

（１） 知事許可漁業 

（固定式刺し網漁業） 

  ア 平成 11 年 7 月 1 日から仙台湾の固定式刺し網漁業が知事許可漁業となっ

た。 

  イ 仙台湾での操業は相馬原釜漁業協同組合と仙台湾小型漁船漁業振興協議会

の代表者により毎年調印される入漁協定に基づき行われていた。 

  ウ 令和３年３月末で本県漁業者は試験操業を終了したことから、今後、早期に

当該漁業が再開できるよう関係者の調整を進める必要がある。 

 

（２） 宮城海区漁業調整委員会指示 

（届出漁業：流し網、はえなわ、はもどう、かご漁業） 

  ア 昭和 54 年から委員会指示が発動されていたが、本県漁業者は無届けで操業

していた。 

  イ 固定式刺し網漁業の知事許可漁業への移行に伴い、本県漁業者は、届出漁業

については実績を明確にするため、平成 13 年度から届出書を提出してきた。 

  ウ 平成 23 年以降、原発事故による県内での操業自粛に合わせ届出を行ってい

ない。 

  エ 令和２年２月 25 日付けで、新たにかご漁業の委員会指示が発動された。 

  オ 試験操業終了後の本県漁業者の対応に留意する必要がある。 

 

 

別紙２ 
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茨城・福島 相互入会漁業操業区域概念図 

 

別紙２ 

豊間 
沼之内 

塩屋埼灯台 
合磯岬 

江名 
中之作 

小名浜 
番所灯台 小浜 

磯崎 那珂川 

那珂湊 

大洗 

90度 

90度 
自家用餌料板びき 30隻 さよりひき網 80隻 

しらすひき網 74隻 どう漁業   10隻 

おきあみひき網 100隻 

平潟 
大津 

天妃山 

小野矢指 

高戸鼻 
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日立大煙突 

会瀬 

日立 
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90度 

90度 

90度 

97度 
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ｍ 
2,000
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５海里（9,260ｍ） 

Ｃ海域 

Ｄ海域 おきあみひき網（板びき船のみ） 

おきあみひき網（７トン未満船） 

板びき網 16隻 

しらすひき網 59隻 さよりひき網 80隻 

せん・かご漁業 12隻 

自家用餌料板びき 30隻 

100隻 
茨城県 

木戸川 

熊川 

福島県 
久之浜 

四倉 

夏井川 

全県海域 
請戸 

板びき網 11隻（小底禁止区域を除く） 

勿来 
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宮 城 入 会 操 業 規 制 図 
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【 固定式さし網】
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し
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、
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な
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、
は
も
ど
う
】

Ａ

Ｂ

【 固定式さし網】
Ａ海域とＢ海域を月ごとに交互利用
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【
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）
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別紙２ 
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沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問・答申） 

議案第３号 
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沖合たこかご漁業の許可に係る制限措置の内容、
申請すべき期間及び許可の基準について（諮問・答申） 

議案第４号 
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令和７年度福島海区漁業調整委員会の行事予定について 

 
月 行  事  名 開催場所 

４ □ 第 23 期第 1 回海区漁業調整委員会（４月 15 日） 
・会長、会長代理の互選について 

・福島海区漁業調整委員会運営規程に基づく小委員会の設置について 

・沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問・答申） 

・沖合たこかご漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び

許可の基準について（諮問・答申） 

福島市 

５ ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会通常総会、理事会 

（会長海区として、会長出席、事務局長を始めとした事務局職員対応） 

山口県 

６ □ 第 23 期第 2 回海区漁業調整委員会（６月上旬） 

・太平洋広域漁業調整委員会委員の互選について 

・福島県水産業振興審議会委員候補者の推薦について 

・特定水産資源の漁獲可能量の変更について（くろまぐろ）（諮問・答申） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（まさば・ごまさば・まだら）（諮

問・答申） 

・沖合天然礁はえなわ漁業に関する委員会指示について 

 ・河口付近はえなわ漁業に関する委員会指示について 

 ・小型定置漁業の保護区域に関する委員会指示について 

◆ 全国海区漁業調整委員会連合会・事務局長会議（事務局長出席） 

いわき市 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県 

未

定 
〇 福島・宮城両県海区漁業調整委員交流会 宮城県 

10 ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会・事務局職員研修会 

◆ 全国海区漁業調整委員会連合会・東日本ブロック会議 

鳥取県 

三重県 

11 ▲ 太平洋広域漁業調整委員会 東京都 

11

～

12 

□ 第 23 期第 3 回海区漁業調整委員会（11 月下旬～12 月上旬） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（まあじ・まいわし・かたくちい

わし）（諮問・答申） 

・ひらめの採捕制限に関する委員会指示について 

 ・すくい網漁業に関する委員会指示について 

 ・こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

相馬市 

２ □ 第 23 期第 4 回海区漁業調整委員会（2 月中旬） 

・福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（くろまぐろ・するめいか・ぶり）

（諮問・答申） 

・いか釣り漁業に関する委員会指示について 

 ・漁業権に係る資源管理状況等について（報告） 

福島市 

 

※ 

いわき市に

サテライト

会場を用意 

▲ 太平洋広域漁業調整委員会・太平洋北部会 東京都 

   □ 海区漁業調整委員会関連       〇 入会漁業調整関連 

   ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会関連  ▲ 太平洋広域漁業調整委員会関連

 

報告事項ア 


